
 

 

 

 

 

 

通常どおりの曜日に収集を行います。 

各ごみ袋には適正に分別してから、収集日当日の 

８時 30 分までに出してください。 

【連休中のさくら環境センターへの持ち込み方法】裏面参照 

さくら環境センターにごみを直接搬入する場合は、役場で搬入申請の

受付とごみの確認を必ず行います。 

上記、連休中に持ち込む場合は、５月１日(金)までに役場環境保全係

に祝日搬入の予約連絡を必ずしてください。予約された方のみ申請受付

を行います。予約日時以外は担当職員がいないため、予約がない方の受

付はできません。また、役場受付がない方は、持ち込みもできません。 
【問合せ・予約連絡先】 

 添田町福祉環境課環境保全係：８２-１２３２ 

 

 

４月 29 日(水)、５月３日(日)～６日(水)はお休み。 
詳しくは下記のくみ取り業者にお問い合わせください。 

【問合せ先】 

㈲桑野衛生：８２-２２８８ 

㈲添田環境サービス：８２-０４５０ 
 

◎

組回覧 



【搬入場所】 

・田川地区広域環境衛生施設組合 さくら環境センター 

住所：大任町大字今任原３８８８番地１ 

    電話：２３－１５５３ 

 

 

 

 

■搬入できる日時 

 月曜日～金曜日（祝日も搬入できます。点検等で搬入をできない日があります。） 

 ９時～１２時、１３時～１６時（１２時～１３時は搬入不可） 
 
���祝日に搬入する場合、役場に搬入申請の事前予約の連絡(平日のみ対応)が必要です。 

 

■直接搬入の手続き方法 

①搬入する際は、燃えるごみ・燃えないごみ・粗大ごみに分けて積み込む。 

②搬入ごみを積んで役場に行き、ごみの確認と搬入申請の受付をする。 

 ③役場で受付した搬入申請書をもらい、さくら環境センターに持ち込む。 

���役場受付がない搬入申請書では、搬入できません。 

���祝日当日は、事前予約のある時間のみ搬入申請の受付をします。 

予約がない時間は担当職員が不在のため受付できません。 

■注意事項 

（１）植木のせん定枝などの木の長さ 

直径１０㎝、長さ５０㎝以下に切ってください。 

（２）畳 

  １日１０畳分まで（切断の必要はありません。） 

（３）タキロン・塩ビパイプ（雨樋なども含む） 

  搬入できません。 

家庭から出す分は、燃えるごみ袋に入れた上で役場にご連絡ください。 

（４）家電製品・産業廃棄物等は搬入不可 

  家電製品（テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、エアコン、洗濯機・衣類乾燥機）や 

処理困難物（タイヤ・バッテリー・消火器など）、産業廃棄物（建築廃材・ 

コンクリート・農業用マルチや育苗箱など）は搬入不可。 
※家電４品目は、家電販売店にご相談ください。 

※産業廃棄物処理業者を紹介する機関 

（公社）福岡県産業資源循環協会 電話０９２－４０９－８９１１ 

  ※モバイルバッテリーやリチウムイオン電池などの充電式電池は、役場環境保全係 

窓口で引き取ります。（車のバッテリーはガソリンスタンドなどにご相談ください。） 
 

■一世帯で搬入できる上限回数（持ち込む車両分の搬入申請書が必要です。） 

（１）軽トラック・普通自動車・軽自動車など・・・１日３回まで 

（２）１t～２t 車・・・１日２回まで 
※施設全体の搬入量が多い場合は、当日に搬入制限がかかることがあります。 

 

 

 

 
添田町ＨＰ 

（ごみのあれこれ） 

さくら環境センター（ごみ処理場）への 

ごみ搬入について 


